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《ご意見をお寄せください》 
 
この素案でお示しした取組等について、ご意見などをお寄せください。 

ご意見・ご質問は、郵送、持参、ファクス、電子メールで、平成28年 

７月25日(月)までに、区政改革担当課までお寄せください。 
 

〒176-8501 練馬区豊玉北６－12－１ 

練馬区役所（本庁舎６階）区政改革担当課 

※郵送の場合、区長への手紙（区立施設や区内各駅の区報スタンドにある 

料金受取人払いの専用封筒です。宛先などは記載済みです）もご利用いた 

だけます。表面に「区政改革」と明記してください。 

ファクス番号：３９９３－１１９５ 

電子メールアドレス： kuseikaikaku@city.nerima.tokyo.jp 
 
☞  ２次元バーコードが読み取り可能なスマートフォン、 
  タブレット端末をご利用の方は、右の「２次元バーコード」 

  を読み取ることにより、入力フォ―ムに簡単にアクセスする 
  ことができます。 

 ２次元 
 バーコード 

mailto:kuseikaikaku@city.nerima.tokyo.jp


 

目       次 

 

第Ⅰ章 今なぜ区政改革か                    … １ 

 

 区民の皆さんへのメッセージ                  … １ 

 

 １ モデルなき未知の時代に挑む                … ２ 

 

 ２ 将来を見通した改革に挑む                 … ３ 

  ⑴ 区民参加と協働の仕組みをつくる             … ３ 

  ⑵ バランスのとれた公共サービスを展開する         … ３ 

  ⑶ 将来を見据えて財源を投入する              … ４ 

 

 ３ 計画の位置づけ                      … ４ 

 

 ４ 計画期間                         … ４ 
 
 

第Ⅱ章 具体的な取組                      … ５ 

 

 方策１ 区民参加と協働の区政に取り組みます          … ６ 

  取組１ 区民と区が力を合わせ安心して暮らせる地域をつくります … ７ 

  取組２ 区民と区、区民同士がつながる情報受発信の仕組みをつくります … ９ 

  取組３ 区民とともに練馬のみどりを守り育てます       …１０ 

  取組４ 「練馬ならでは」の都市文化を楽しめるまちにします  …１２ 

  取組５ 区民参加で独立70周年を祝い未来へつなぎます     …１３ 

 

 方策２ 区民サービスと持続可能性の両立を実現します      …１４ 

  取組６ 社会状況の変化に対応した子育て環境をつくります   …１５ 

   ⑴ 教育・保育サービスの充実と負担の適正化を図ります   …１５ 

   ⑵ 妊娠期から子育て期までの相談や子育て家庭の支援を進めます …１６ 

   ⑶ 子どもの居場所づくりを進めます            …１７ 

   ⑷ 支援が必要な子どもと家庭への取組を充実します     …１７ 

  取組７ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境をつくります …１９ 

   ⑴ 介護予防活動に取り組むきっかけづくりを進めます    …１９ 

   ⑵ 介護サービスを充実させます              …２０ 

   ⑶ 区民との協働を展開します               …２１ 

  取組８ 障害者の地域生活を支える体制を強化します      …２２ 



 

  取組９ 安心して医療が受けられるように地域医療を充実します …２３ 

  取組10 区民生活を支える福祉事務所を充実・強化します    …２４ 

  取組11 練馬区の魅力と活力を次世代につなぐまちづくりを進めます  …２５ 

   ⑴ 快適な都市環境を創出する道路を整備します       …２５ 

   ⑵ 都営地下鉄大江戸線の延伸を実現します         …２６ 

   ⑶ バリアフリーを一層充実します             …２６ 

   ⑷ 農の融合するまちづくりを進めます           …２６ 

   ⑸ 都市インフラの適切な維持保全を行います        …２７ 

  取組12 施設のあり方を区民参加により見直します       …２８ 

   ⑴ 施設の機能転換、統合・再編、複合化を進めます     …２８ 

   ⑵ 施設名称を見直します                 …２９ 

   ⑶ 計画的な改修・改築とコスト削減を進めます       …２９ 

   ⑷ 区立施設使用料を見直します              …３０ 

   ⑸ 委託・民営化を推進します               …３０ 

 

 方策３ 区役所の総力をあげて改革を実行します         …３１ 

取組13 持続可能な財政基盤を確立します           …３２ 

  取組14 組織風土を変革します                …３５ 

   ⑴ 人事制度の改革に取り組みます             …３５ 

   ⑵ 職員の育成を推し進めます               …３６ 

   ⑶ 組織の体質強化に取り組みます             …３６ 

  取組15 外郭団体を見直します                …３７ 

取組16 ＩＣＴを積極的に活用します             …３８ 

   ⑴ ＩＣＴやマイナンバー制度を活用してきめ細かな区民サービスを実現します …３８ 

   ⑵ 情報システムの安全・安心を強化します         …３９ 

   ⑶ 情報システムの効率化・高度化をさらに進めます     …３９ 
 
 

第Ⅲ章 策定に向けたスケジュール                …４０ 

 

 １ 区民の皆さんのご意見を伺います              …４０ 

 ２ ご意見を踏まえて計画案を作成し、計画を策定します       …４１ 

 ３ 取組の実現に向けて                    …４１ 

 

用語解説                            …４３ 

参考（計画素案作成までの経過）                 …４７ 

資料（図表）                          …４９ 


